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一
七
四
五
年
叛
乱
平
定
政
策
の
一
特
質
|
|

議
会
制
定
法
に
み
る
ジ
ャ
コ
バ
イ
ト
所
領
接
収
政
策

一
は
じ
め
に

ニ
一
七
一
五
年
叛
乱
の
没
収
所
領
処
置

三
一
七
四
五
年
叛
乱
の
没
収
所
領
処
置

囚
お
わ
り
に

は
じ
め
に

(

1

)

 

ス
コ
ッ
ト
ラ
シ
ド
に
お
け
る
一
連
の
ジ
ャ
コ
バ
イ
ト

Y
g
z
g
の
蜂
起

は
、
一
七
四
六
年
四
月
、
ィ
ン
ヴ
ァ
ネ
ス
の
東
方
向
豆
マ
イ
ル
に
あ
る
カ

ロ
デ
ン
の
原
の
巳

-aspF2に
お
け
る
戦
間
を
最
後
に
、
軍
事
的
に

は
ほ
ぼ
完
全
に
鎮
圧
さ
れ
た
。
こ
の
四
五
年
の
叛
乱
を
率
い
た
若
き
鵬
首
称

者
J

問。
Z
口問

3
1
2
8品
目
円
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
エ
ド
ワ
ー
ド
は
、
そ
の
直
後
か
ら

約
五
カ
月
間
に
わ
た
る
高
地
地
方
の
逃
亡
を
経
て
フ
ラ
ン
ス
へ
脱
出
し
、

失
意
の
う
ち
に
一
七
八
八
年
イ
タ
リ
ア
で
没
す
る
。
こ
の
事
件
は
、
現
在

で
も
な
お
、
「
四
五
年
」

M
Z
M
H

司
、
竜
門
、
ヨ
ミ
と
い
う
固
有
名
詞
と
と
も

に
、
あ
る
種
の
ロ
マ
ン
を
も
っ
て
語
り
継
が
れ
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
民

議
会
制
定
法
に
み
る
ジ
ャ
コ
バ
イ
ト
所
領
接
収
政
策

菊

池

壮

蔵

族
的
心
情
に
と
っ
て
、
ロ
パ

l
ト
・
ブ
ル
ー
ス
や
メ
ア
リ

1
・
ス
テ
ュ
ア
ー

ト
の
物
語
と
並
ぶ
原
風
景
的
存
在
で
あ
る
@

も
と
よ
り
、
ジ
ャ
コ
バ
イ
ト
運
動
そ
れ
自
体
は
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に

独
自
な
も
の
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
イ
ン
、
グ
ラ
ン
ド
や
ア
イ
ル
ラ
ン
ド

《

2
)

に
も
存
在
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
運
動
は
、
ス
テ
ュ
ア

l
ト
王
政

の
復
活
を
目
的
と
し
て
い
た
と
い
う
限
り
に
お
い
て
、
明
ら
か
に
イ
ギ
リ

ス
革
命
n
「
名
誉
革
命
」
体
制
に
対
す
る
旧
体
制
側
の
反
革
命
の
動
き
で

あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
他
方
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
機
能
し
た
一
連
の

叛
乱
も
、
こ
と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
内
部
に
お
い
て
は
、
よ
り
一
層
複
雑
な

利
害
状
況
を
苧
み
な
が
ら
噴
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
政
治
、

社
会
経
済
、
宗
教
、
民
族
感
情
、
氏
族
ロ

E
聞
の
盟
約
・
抗
争
、
な
ど
極

(
3〉

め
て
多
く
の
要
素
を
抱
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
ジ
ャ
コ
パ
イ
ト
の
叛
乱
が
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
経
済

史
の
な
か
に
持
つ
意
味
は
、
通
例
、
次
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
と
い

二
三
九



議
会
制
定
法
に
み
る
ジ
ャ
コ
パ
イ
ト
所
領
接
収
政
策

っ
て
よ
い
@

「
ジ
ャ
コ
パ
イ
ト
の
反
乱
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
経
済
史
上
の
重
要
な
指

標
の
一
つ
で
も
あ
っ
て
、
こ
の
国
門
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン

y
〕
の
原
始
蓄
積

か
ら
産
業
革
命
へ
の
急
進
展
法
、
反
乱
の
鎮
圧
に
よ
る
政
治
的
安
定
の

(
4〉

う
え
に
実
現
し
た
も
の
で
あ
っ
た
」
a

も
ち
ろ
ん
、
単
に
、
「
政
治
的
安
定
」
が
あ
り
さ
え
す
れ
ば
、
経
済
が
自

ず
か
ら
急
展
開
す
る
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
だ
が
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
経

済
は
、
性
格
を
や
や
異
に
す
る
と
は
い
え
、
す
で
に
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革

命
の
動
乱
が
一
段
落
し
た
相
対
的
な
「
政
治
的
安
定
」
期
、
王
政
復
古
期

〔

5
V

に
も
あ
る
程
度
の
進
展
を
み
せ
て
い
た
。
こ
の
動
き
は
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン

ド
に
お
け
る
ス
テ
ュ
ア

l
ト
王
家
の
廃
位
(
一
六
八
九
年
)
と
と
も
に
、

〈

6
〉

新
た
な
段
階
に
突
入
し
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
の
競
合
に
よ
っ
て
坐
折
、

「
合
邦
」
に
よ
っ
て
新
た
な
条
件
の
も
と
で
再
生
す
る
、
と
い
う
流
れ
を

持
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
前
提
条
件
の
も
と
で
の
「
政
治
的
安
定
」
こ

そ
が
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
経
済
の
潜
在
能
力
を
解
き
放
っ
た
と
考
え
な
け

(
7
)
 

れ
ば
な
ら
な
い
。

だ
が
、
そ
こ
で
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
「
四
五
年
」
の
直

後
か
ら
行
な
わ
れ
た
ジ
ャ
コ
バ
イ
ト
平
定
政
策
の
内
容
で
あ
る
@
こ
の
政

策
は
、
そ
れ
自
体
の
内
に
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
内
部
の
相
対
的
後
進
地
域

ー
ー
と
り
わ
け
高
地
地
方
|
|
の
経
済
発
展
を
助
成
す
る
モ
メ
ン
ト
を
含

ん
で
い
た
か
ら
で
あ
る
。
四
五
年
の
叛
乱
は
、
一
時
、
ロ
ン
ド
ン
の
北
西

約
二
一

0
マ
イ
ル
の
ダ
ー
ビ
ー
に
ま
で
侵
攻
し
、
ロ
ン
ド
ン
を
恐
慌
状
態

ハ
8
)

に
焔
れ
た
事
実
を
持
つ
だ
け
に
、
そ
の
鎮
圧
・
平
定
は
、
異
常
な
ほ
ど
徹

二
回
。

底
し
た
も
の
で
あ
っ
た

Q

こ
の
政
策
は
、
や
が
て
明
ら
か
に
す
る
よ
う

に
、
単
な
る
反
体
制
努
力
の
武
装
解
除
だ
け
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
さ

ら
に
進
ん
で
、
そ
う
し
た
勢
力
の
社
会
経
済
的
基
盤
と
み
な
さ
れ
た
い
っ

さ
い
の
諸
制
度
を
解
体
す
る
と
こ
ろ
に
ま
で
及
ん
で
い
た
。

本
稿
の
目
的
は
、
こ
の
よ
う
な
ス
コ

y
ト
ラ
ン
ド
・
ジ
ャ
コ
パ
イ
ト
勢

力
に
対
す
る
平
定
政
策
の
特
質
を
、
叛
乱
鎮
圧
直
後
か
ら
継
起
的
に
打
ち

出
さ
れ
て
ゆ
く
一
連
の
議
会
制
定
法
に
即
し
た
形
で
素
描
す
る
こ
と
に
あ

(

9

)

 

る
@
本
稿
の
主
た
る
関
心
は
、
四
五
年
蜂
起
以
降
の
政
策
に
あ
る
が
、
そ

の
特
質
を
よ
り
鮮
明
に
把
握
す
る
た
め
に
、
さ
し
あ
た
町
、
一
五
年
の
叛

乱
の
処
理
が
対
比
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

(
1
〉
』
官
。
ZHO
の
名
称
は
、
名
誉
革
命
に
よ
っ
て
英
凪
を
追
わ
れ
た
ジ
ェ
イ
ム

ズ
二
世
(
ス
=
ッ
ト
ラ
ン
ド
国
主
と
し
て
は
七
世
)
、

E
B
2
の
ラ
テ
ン
語
形

v
g
F
5
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
英
国
史
の
な
か
で
は
、
通
例
、
名
誉
革
命
の

際
に
ス
テ
ユ
ア
i
ト
側
に
つ
い
た
勢
力
と
そ
の
流
れ
を
く
ん
だ
反
体
制
勢
力
の

総
称
で
あ
る
。

〈2
)

例
え
ば
、
四
五
年
の
叛
乱
に
呼
応
し
た
動
き
と
し
て
、
伝
統
的
に
(
?
)

保
守
の
牙
城
で
あ
っ
た
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
で
、
叛
乱
支
持
の
デ
モ
が
行

な
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る

E

〈
大
河
内
一
男
編
『
国
富
論
研
究
』

E

筑

摩
書
房
、
一
九
七
二
年
、
第
三
部
座
談
会
、
一
九
三
頁
、
田
添
発
言
。
〉
ア
イ
ル

ラ
ン
ド
に
は
宗
教
的
に
も
ジ
エ
イ
ズ
ム
の
心
強
い
味
方
が
多
か
っ
た
。
彼
は
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
議
会
に
よ
っ
て
廃
位
を
宣
言
さ
れ
た
後
の
一
六
八
九
年
だ
け
で

も
、
数
人
じ
「
授
爵
」
し
て
い
る
。
。
〔
・
〈
・
の
号
g
o
p
-
サ
芯
。
。
遣
も
な
な

M
U
E
w
d
h
F
A
3
-
-
ア
円
。
ロ
乱
。
P
H
S
0
・
〉
官
官
何
時
三
戸
同
司
・
回
目
口
。
v
p
o
喝
の
め
包
阿
君
-

u
m
h
H∞0
1
∞∞・



(
3
〉
開
・
の
『
O
向。
o
p

↓ro
の
甘
創
出
問
宙
開
問
。
-o
。
同
己
話
回
。
ロ
ω
。
。
同
〉
同
開
〕
ユ
「

g
z
'
吋・

3
5
5
0国
富
島
問
・

5
Z
E
gロ
包
ω
-
-
h
w
a
h
g
t
h
t
e
h
h
G

。
¥
同
幸
、
さ
定
書
室
?
開
品
目
ロ
σロG
Y

H

U

叶
0

・
唱
・
由
・
阿
川
・
冨
山
件
。
E
S
F
叶}話

。。，、。『
E
B
O
口
仲
間
口
弘

H
F
由
民
日
向
巴
ωロ
ι
p
z
h
R
t・
唱
-
M
m
-
ま
た
、
。
・
司
・

2日
Y
吋
守
h
W
C
H
H
N
怠
V
s
b
h
H
G

ミ
喜
一
言
お
ミ
-

Q

句
吉
弘
、
宮
町
言
。
き
.n

h
H
S
K

句。
2.ミ
句
。
2
2・
刷
岳
民
V
Z
円四
Y

H

U

日
出
・
に
お
け
る
論
点
は
、
ス
コ
ッ
ト

ラ
ン
ド
の
ジ
ャ
ヨ
パ
イ
ト
運
動
を
、
中
央
低
地
方
を
主
と
す
る
新
し
い
商
工
業

的
文
明
に
対
す
る
、
高
地
地
方
の
伝
統
的
文
明
お
よ
び
そ
れ
に
結
び
つ
い
た
北

部
低
地
地
方
の
エ
ピ
ス
ヨ
パ
ル
派
的
文
明
と
に
よ
る
対
抗
と
し
て
把
握
す
る
も

の
で
興
味
深
い
。

な
お
、
ス
ヨ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
ジ
ヤ
ヨ
バ
イ
ト
を
こ
の
よ
う
な
文
化
的
な
視
野

の
な
か
で
把
握
す
べ
き
こ
と
を
ー
そ
の
限
り
で
は
正
当
に
|
指
摘
し
た
も
の
と

し
て
、
田
添
京
一
一
「
十
八
世
紀
末
に
お
け
る
経
済
学
の
体
系
化
と
ス
コ
ッ
ト
ラ

ン
ド
」
『
商
学
論
集
』
ハ
福
島
大
学
)
第
四
一
巻
第
五
号
、
一
九
七
三
年
、
お
よ

び
、
川
島
信
義
「
ス
テ
ユ
ア

l
ト
『
経
済
学
原
理
』
と
一
八
世
紀
の
ス
コ
ッ
ト

ラ
ン
ド
ハ
1
〉
」
『
経
済
学
論
集
』
(
商
南
大
学
)
第
八
巻
第
二
号
二
九
七
三
年
、

が
あ
る
。
た
だ
し
、
い
わ
ゆ
る
「
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
文
芸
復
興
」
に
対
す
る
ジ

ャ
ヨ
パ
イ
ト
人
士
の
貢
献
が
、
直
ち
に
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
社
会
経
済
的
発

展
に
対
す
る
貢
献
に
結
び
つ
く
わ
け
で
は
な
い
。
後
世
代
の
サ
l
・
ウ
オ
ル
タ

l

・
ス
コ
ッ
ト
の
ジ
ャ
ヨ
パ
イ
ト
的
心
情
も
、
ロ
マ
ン
主
義
の
な
か
で
評
価
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

(

4

)

小
林
昇
『
小
林
昇
経
済
学
史
著
作
集
』

V

未
来
社
、
一
九
七
七
年
、
A
総

説
、
二
三
頁
。

〈

5
V

拙
稿
「
『
合
邦
』
期
ス
=
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
産
業
構
造
(
下
〉
」
『
立
教
経
済
学

論
叢
』
第
一
八
号
、
一
九
八
一
年
。
吋
-
C
-
∞
ヨ
。
ロ

y
h
w
g
E
S
同
32号
室

議
会
制
定
法
に
み
る
ジ
ャ
コ
パ
イ
ト
所
領
接
収
政
策

志
向
同
言
。
¥
門
、
誌
な
お
・
開
品
目
ロ
『
Z
吋問
y
5
2・
官
官
・
自
由
t
怠
・
な
ど
を
参
照
。

王
政
復
古
期
以
降
、
と
り
わ
け
て
「
名
答
革
命
」
前
後
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に

お
け
る
経
済
状
況
を
み
る
一
つ
の
指
標
と
し
て
の
合
本
企
業
の
族
生
に
つ
い

て
は
、
か
の
、
巧

-Mpmgp
叫

4
p
n。
sahH足
立
言
。
書
刷
、
宮
内
室
内
、
。
L

「

阿川蕊
h
~訟』
F

h
叫E
叫
町
民
白
骨
白
書
刷
、
ミ
白
」
w
a
p
v
な
叫
め
な
n
b

。。童、ぬ噂柏町内師時。

Hud--

∞
4

。]ω
・・。曲目『吋町内同問。・同由
H
D
l
H
M
・
(
4
0
]
・
ω
・
り
町
一
ω
問。ロ
H
H
・
。
。
百
四

m
E
B

ωロ
仏
℃
曲
『
門
口
O
円切『印刷》♂円
U
F
r
W
2
M
可叫。『

F
向白ロロ片目。
rH2up
同
ロ
∞
。
。
己
申
ロ
門
同
・
司
唱
-

H
N
ω
i
呂
田
・
)
が
参
照
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

(
6
〉
印
。
o
F
&ミ
・
こ
の
段
階
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
注
意

さ
れ
て
き
て
い
な
い
。
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
研
究
史
で
も
そ
れ
は
示
唆
さ
れ
て

い
る
が
、
総
体
的
に
は
凶
作
と
ダ
リ
エ
ン
計
画
の
失
敗
と
い
う
後
退
局
面
が
強

調
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

ハ
7
〉
前
掲
拙
稿
。

(
8
)
F
・
エ
ル
ス
ナ
i

『
経
済
恐
慌
ー
そ
の
理
論
と
歴
史
1
』
(
千
葉
秀
雄
訳
)

大
月
畜
肩
、
一
九
五
五
年
、
ニ

O
六
頁
。

〈

9
〉
本
稿
で
使
用
す
る
議
会
制
定
法
は
、
匂
ミ
ミ
2
ミ
ト
ミ
h
内
に
収
録
さ
れ

て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
東
京
大
学
法
学
部
附
属
外

国
法
又
献
セ
ン
タ
ー
お
よ
び
岡
大
学
図
書
館
複
写
室
の
便
宜
を
受
け
た
。

一
七
一
五
年
叛
乱
の
没
収
所
領
処
置

ジ
ョ
ー
ジ
一
世
治
世
第
一
年
三
七
一
五
年
)
、
叛
乱
が
鎮
圧
さ
れ
る

と
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
お
よ
び
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
蜂
起
関
与
者
の
権
能
剥

奪

三

g
E
a
R
が
行
な
わ
れ
、
五

O
に
お
よ
ぶ
所
領
(
動
産
を
含
む
)
の

(

叩

)

没
収
、
国
王
へ
の
帰
属
が
定
め
ら
れ
た
。

二
四



議
会
制
定
法
に
み
る
ジ
ャ
コ
バ
イ
ト
所
領
接
収
政
策

「
所
定
の
反
逆
者
、
お
よ
び
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
徒
の
所
領
、
な
ら
び
に

迷
信
的
な
慣
習
の
も
と
に
あ
る
所
領
を
、
そ
れ
か
ら
個
別
的
に
集
め
ら

れ
る
金
を
公
共
の
利
益
に
使
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
調
査
す
る
委
員

を
任
命
す
る
法
」
公
の

g-
戸

田

S
F
N
h
n・
目

。

)

は
、
ま
ず
、
二
ニ
人
の
人
物
を
委
員
に
任
命
す
る
@
サ
l
・
リ
チ
ャ

l
ド・

(
U〉

ス
テ
ィ

l
ル
(
騎
士
爵
)
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
グ
レ
ゴ
リ

l
、
サ
l
・
ト
マ
ス
・
ヘ

イ
ル
ズ
(
準
男
爵
〉
、
へ
ン
リ
l
・
カ
ニ
ン
ガ
ム
、
デ
ニ
ス
・
ポ
ン
ド
、
ジ

ョ
ン
・
パ

i
テ
(
訟
定
弁
護
士
)
サ

l
・
ジ
ョ
ン
・
ア
イ
ル
ズ
(
拳
男
爵
)
の

七
名
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
駐
在
代
表
を
構
成
し
、
他
方
、
リ
チ
ャ

l
ド
・
グ

〈

辺

〉

ラ
ン
タ
ム
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
ト
レ
ピ
ィ
、
ア

l
サ
!
・
イ
ン
グ
ラ
ム
、
サ

1
・

(日〉

ヘ
ン
リ
l
・
ホ
ウ
ト
ン
(
準
男
爵
)
、
パ
ト
リ
ッ
ク
・
ホ

l
ル
デ
ィ
シ
、
ロ

パ
!
ト
・
モ
ン
ロ
ー
、
の
六
名
が
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
駐
在
代
表
を
構
成
し

た

@

う

こ
の
委
員
会
は
、
当
初
か
ら
い
く
つ
か
の
障
害
に
悩
ま
さ
れ
た
。
没
収

所
領
は
、
国
王
に
帰
属
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
た
め
に
、
財
務
裁
判
所

。
E
同
仲
良

mHnvE口
出
円
が
、
委
員
会
を
差
し
置
い
て
没
収
所
領
の
管
財

権
を
主
張
じ
た
。
ま
た
、
没
収
は
動
産
に
も
適
用
さ
れ
て
い
た
が
、
没
収

所
領
に
対
す
る
債
権
者
た
ち
は
、
委
員
会
が
そ
れ
を
占
有
す
る
以
前
に
、

と
き
に
は
査
定
す
ら
行
な
わ
な
い
う
ち
に
、
差
し
押
え
の
訴
え
を
高
等
民

事
裁
判
所
。
2
3
0同

ωgm-S
に
起
し
て
い
た
。
不
動
産
の
多
く
も
差

し
押
え
が
行
な
わ
れ
、
そ
の
代
理
人
の
多
く
は
、
権
能
剥
奪
者
の
親
戚
筋

か
、
ジ
ャ
コ
パ
イ
ト
の
支
持
者
で
あ
っ
た
。
そ
の
ま
ま
で
は
、
長
期
の
法
廷

闘
争
が
予
想
さ
れ
た
@
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
接
収
所
領
の
査
定
で
は
、
イ

二
四
二

ン
グ
ラ
ン
ド
人
委
員
に
は
理
解
し
難
い
事
態
|
|
農
地
の
地
代
が
物
納
だ

(
u
v
 

っ
た
l
l
f
に
遭
遇
す
る
。
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
人
査
定
官
が
任
命
さ
れ
た

が
、
目
の
と
ど
か
な
い
所
で
贈
収
賄
が
生
じ
た
。
こ
の
査
定
は
、
ほ
庁
四

年
を
費
し
て
や
っ
と
完
成
す
る
。

一
七
一
七
年
、
こ
う
し
た
状
況
を
い
さ
さ
か
で
も
改
善
す
る
た
め
に
立

法
が
行
な
わ
れ
る
。

「
大
ブ
リ
テ
ン
お
よ
び
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
没
収
所
領
を
信
託
し
、
公
共

の
利
益
の
た
め
に
売
却
す
る
こ
と
、
な
ら
び
に
、
債
務
支
払
請
求
を
確

定
し
正
当
な
債
権
者
を
救
一
泊
す
る
こ
と
、
な
ら
び
に
売
却
さ
れ
る
ま
で

当
該
所
領
の
地
代
お
よ
び
利
益
℃

g
E回
宕
よ
り
効
果
的
に
財
務
府
に

納
入
す
る
こ
と
、
を
目
的
と
す
る
法
」
合
の
g

F

n
・
6

が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
法
に
よ
っ
て
委
員
会
は
、
帰
属
す
る
没
収
所
領

を
、
一
七
一
八
年
三
月
二
五
日
以
降
競
売
に
付
し
得
る
権
限
を
与
え
ら
れ

た
。
た
だ
し
、
購
買
者
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
限
ら
れ
、
売
却
代
金

は
、
所
領
債
務
を
差
し
引
き
財
務
府
へ
納
入
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
こ

の
売
却
金
の
な
か
か
ら
、
二
万
ポ
ン
ド
が
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
高
地
地
方

へ
学
校
を
建
て
る
資
金
に
充
当
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
残

っ
た
部
分
が
、
公
債
の
償
還
資
金
に
因
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
処
置
が
、
そ
れ
ほ
ど
順
調
に
進
行
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、

没
収
所
領
に
対
す
る
債
務
支
払
請
求
の
保
証
措
置
が
、
再
三
再
四
に
わ
た

る
立
法
に
よ
っ
て
延
長
さ
れ
た
こ
と
を
み
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
請
求
の

確
定
は
略
式
で
行
な
わ
れ
、
上
告
も
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
数
は
相

当
の
量
で
あ
ワ
た
。
一
七
一
七
年
に
は
権
利
保
証
期
日
を
、
翌
一
九
年
の



三
月
二
五
日
(
上
告
は
同
六
月
二
四
日
〉
ま
で
延
期
し
た
が
、
そ
の
際
、

「:・
1
・
上
記
没
収
所
領
に
対
し
て
行
な
わ
れ
る
債
務
支
払
い
請
求
は
極

め
て
多
数
で
あ
る
か
ら
、
上
記
一
七
一
九
年
三
月
二
五
日
当
日
に
は
、

そ
の
う
ち
の
多
く
の
も
の
が
受
け
付
け
ら
れ
ず
、
確
定
も
さ
れ
な
い
こ

と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
」
(
聞
の

8
・
H
-
n
-
N
N〉

と
わ
ざ
わ
ざ
断
わ
っ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
@
だ
が
こ
れ
で
も
な
お
、
さ

ば
き
切
れ
ず
、
一
七
二

O
年
に
は
、
こ
の
期
限
が
、
一
七
二
二
年
六
月
二

四
百
ま
で
延
長
さ
れ
、
さ
ら
に
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
関
し
て
は
一
七
二
四

年
三
月
二
六
日
(
上
告
は
同
四
月
二
九
日
)
ま
で
延
長
さ
れ
た
@
(
吋
の

g-

戸

田

芯
!
?
H
e
n
-
尚
一
山
)

こ
の
よ
う
な
困
難
な
状
況
の
も
と
で
進
め
ら
れ
た
没
収
所
領
の
売
却
政

策
に
お
い
て
、
委
員
会
が
な
に
よ
り
も
頭
を
悩
ま
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た

こ
と
は
、
実
は
、
買
い
手
の
問
題
で
あ
っ
た
。
一
七
一
五
年
の
叛
乱
に
よ

っ
て
没
収
さ
れ
た
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
所
領
の
う
ち
、
委
員
会
に
よ
っ
て

査
定
さ
れ
た
三
八
箇
所
の
所
領
に
お
け
る
貨
幣
換
算
さ
れ
た
年
額
地
代
総

計
は
、
二
万
九
六
九
四
ポ
ン
ド
六
シ
リ
ン
グ
八
ペ
ン
ス
で
あ
る
。
そ
の

(

お

)

内
わ
け
を
示
せ
ば
、
表
ー
の
よ
う
に
な
る
。
地
代
二
。
年
分
を
そ
の
土
地

の
評
価
額
と
仮
自
足
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
総
額
は
、
お
よ
そ
五
九
万
四

0
0

1715年スコットランド没収所領地代査定表…

A s. d. 

3，393 0 11長

3，271 10 2* 
1，296. 4 4~ 

907 19 H 
3，456 11 10i 

213 0 10l 

323 10 512 

864 19 7 & 
411 14 9長
137 9 10! 

1，678 5 8t 
361 12 H 
347 6 5 
377 9 6i 
72 17 10i 
27 14 7告
208 3 9 
75 12 10 
230 17 1l! 
83 6 4 

153 8 7i 
60 9 3i 
170 6 6t 

1，676 6 O~ 

287 8 9l 
740 10 3i 
537 19 2t 

451 0 4 
809 19 7を
281 11 1合

608 10 9長
2，566 9 6長
697 10 7i 
110 5 3 
54 4 9l 
424 15 O 

864 8 11 
1，495 12 10l 

29，694 6 8 

No. 1. Wintoun， 

2. Southesque， 

3. Linlithgow， 
4. Keir， 
5. Panmure， 
6. Wedderburn， 
7. Ayton， 

8. Kilsyth， 

9. Bannockburn， 

10. East Reston， 
11. Marr， 
12. Invernitie， 

13. Auchintowel， 
14. Pow-House， 
15. Nutthi11， 
16. Bowhi11， 
17. Lathrisk， 
18. B. Glenbervy， 
19. Preston Hall， 
20. Wood End， 
21. Fairney， 
22. Master of Nairn， 
23. Dunboog， 
24. Earl Marischall， 
25. Kilconquhar， 
26. Lord Nairn， 
27. Fingask， 
28. Cromlix， 
29. Nithisdale， 
30. Inneray， 

31. Kenmure， 
32. Drummond， 
33. Burleigh， 
34. Scotstown， 
35. Duntroon， 
36. Lagg， 
37. Carnwath， 
38. Baldoon， 

表 1

議
会
制
定
法
に
み
る
ジ
ャ
コ
バ
イ
ト
所
領
接
収
政
策

Total， 

二
四
三



議
会
制
定
法
に
み
る
ジ
ャ
コ
パ
イ
ト
所
領
接
収
政
策

0
ポ
ン
ド
ほ
ど
で
あ
る
が
、
こ
の
金
額
は
、
当
時
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に

と
っ
て
は
、
か
な
り
大
き
い
も
の
だ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
世
紀
初
頭
の

段
階
で
、
一
般
に
は
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
流
動
資
本
は
、
ほ
ぽ
八

O
万

ポ
ン
ド
と
見
積
ら
れ
、
そ
の
約
半
分
が
、
か
の
ダ
リ
ェ
ン
計
画
の
株
じ

投
資
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
売

却
が
競
売
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
有
利
な

価
格
が
保
証
さ
れ
る
と
い
う
見
通
し
は
立
ち
難
か
っ
た
の
で
あ
ろ
。
場
合

に
よ
っ
て
は
、
権
能
剥
奪
者
の
親
戚
筋
か
そ
の
代
理
人
が
、
価
値
以
下
で

買
い
戻
し
て
し
ま
う
可
能
性
す
ら
あ
っ
た
。

一
方
、
当
時
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
は
、
投
資
の
機
会
を
求
め
る
資
金
が

充
分
存
在
し
た
。
そ
の
こ
と
は
、
一
七
二

O
年
の
有
名
な
「
南
海
の
泡

沫
」
に
至
る
一
連
の
投
機
熱
を
み
て
も
推
定
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

一
般
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
が
、
個
人
的
に
、
は
る
か
北
辺
の
ス
コ
ッ
ト
一
ア

ン
ド
所
領
1

i
し
か
も
、
叛
乱
の
根
で
あ
っ
た
i

ー
ー
を
購
入
す
る
は
ず
も

な
か
っ
た

Q

一
七
一
九
年
一
。
月
、
委
員
会
が
前
記
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
没
収
所
領

の
競
売
を
開
始
す
る
@
と
、
ロ
パ

i
ト
・
ハ
ケ
ッ
ト
お
よ
び
ジ
ョ
ン
・
ウ
ィ

ッ
カ

i
と
い
う
人
物
が
、
旧
ウ
イ
ン
ト
ン
伯
爵
所
領
ハ
後
出
表
2
参
照
)
を

五
万
三

Q
0ポ
ン
ド
で
、
田
キ
ル
サ
イ
ス
子
爵
所
領
を
一
万
六

0
0
0ポ

ン
ド
で
、
旧
。
ハ
ン
ミ
ュ
ア
伯
爵
所
領
〔
後
出
表
3
参
照
)
を
、
(
伯
爵
夫
人
と

せ
り
あ
っ
た
あ
げ
く
に
〉
六
一
力
四

0
0ポ
ン
ド
で
、
買
っ
て
し
ま
っ
た
の

で
あ
る

Q

さ
ら
に
、
せ
り
落
し
た
最
初
の
購
買
者
か
ら
、
イ
ー
ス
ト
・
レ

ス
ト
ン
の
所
領
を
二
三
六
四
ポ
ン
ド
で
買
い
つ
け
た
の
で
あ
る
。
組
つ
の

二
四
四

所
領
の
購
入
に
、
彼
ら
は
、
一
二
万
九

O
六
百
ポ
ン
ド
と
い
う
値
を
つ
け

(
げ
〉

た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
ロ
ン
ド
ン
に
あ
る
「
ヨ

i
ク
・
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ

会
社
」
か
ら
派
遣
さ
れ
た
代
理
人
で
あ
っ
た
。

こ
の
「
ヨ

l
ク
・
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
会
社
」
は
、
元
来
、
ロ
ン
ド
ン
の
ウ

エ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ

l
周
辺
の
住
民
に
水
を
供
給
す
る
た
め
に
設
立
さ
れ

〈

mu

た
、
合
本
企
業
で
あ
っ
た
。
現
在
の
チ
ャ
リ
ン
グ
・
ク
ロ
ス
駅
の
す
ぐ
東

側
に
、
ヨ
ー
ク
大
主
教
の
ロ
ン
ド

γ
邸
宅
と
し
て
建
て
ら
れ
た
ヨ

i
ク
・

ハ
ウ
ス
が
あ
っ
た
が
、
そ
こ
に
テ
ム
ズ
、
河
の
水
を
汲
み
上
げ
る
設
備
を
こ

し
ら
え
、
木
管
で
住
民
に
給
水
す
る
特
権
が
与
え
ら
れ
た
。
一
六
六
五
年

お
よ
び
七
五
年
の
開
封
勅
許
状
で
そ
れ
ら
の
権
限
を
認
め
ら
れ
て
い
た
、

ラ
ル
フ
・
パ
ッ
ク
ナ
ル
と
フ
ル
フ
・
ウ
ェ
イ
ン
は
、
一
六
九
一
年
に
、
と
の

事
業
を
法
人
化
す
る
。
様
々
な
経
緯
の
後
、
当
時
の
「
天
才
的
」
投
機
家

ケ
イ
ス
・
ビ
リ
ン
グ
ス
レ
イ
が
、
と
の
会
社
の
全
株
式
を
、
五
人
の
仲
間

(

臼

)

と
共
に
、
七

0
0
0ポ
ン
ド
で
買
い
占
め
た
。
一
七
一
九
年
三
月
の
こ
と

で
あ
る
。
彼
は
、
会
社
の
勅
許
状
に
、
パ
ー
ト
ナ
ー
が
土
地
を
購
入
す
る

権
限
を
持
つ
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
、
こ
の
権
限
を
利
用

し
た
。
一
七
一
九
年
一

O
月
、
会
社
は
、
「
大
プ
リ
テ
ン
の
没
収
所
領
地

を
購
入
す
る
た
め
」
一
二

O
万
ポ
ン
ド
の
株
式
を
発
行
し
、
基
金
を
募
集

す
る
@
そ
の
資
産
を
も
と
に
、
生
涯
年
金
と
生
命
保
険
を
保
証
し
よ
う
と

(

初

)

い
う
企
画
だ
っ
た

Q

株
は
売
れ
、
そ
の
年
の
末
ま
で
に
、
追
加
募
集
を
含

め
一
二
五
万
九
五
七
五
ポ
ン
ド
が
集
ま
っ
て
い
る
。
株
価
は
、
折
か
、
勺
の

投
機
熱
で
上
昇
し
、
額
面
一

0
ポ
ン
ド
が
三

O
五
ポ
ン
ド
ま
で
は
ね
あ
が

っ
て
い
た
@



前
述
の
所
領
の
他
に
、
「
ヨ

l
ク
・
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
会
社
」
は
、
一
七

二
O
竿
三
月
一
二

O
目
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
没
収
所
領
で
あ
る
ノ

l
ザ
ム
パ

i
ラ
ン
ド
の
旧
ウ
ィ
ド
リ
ン
ト
ン
卿
の
所
領
を
、
五
万
七
一

O
二
ポ
ン
ド

で
購
入
し
た
@
こ
の
所
領
は
、
委
員
会
の
査
定
に
よ
れ
ば
、
年
額
地
代
一

五
五
八
ポ
ン
ド
一
四
シ
リ
ン
グ
二
ペ
ン
ス
で
あ
っ
た
が
、
付
帯
債
務
償
却

分
を
差
し
引
く
と
、
そ
れ
は
、
わ
ず
か
一
二
五
ポ
ン
ド
一
七
シ
リ
ン
グ
八

ハ
幻
)

ペ
ン
ス
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
@
こ
の
所
領
の
競
売
条
件
は
、
委
員
会
に

よ
っ
て
次
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
た
@
購
入
者
は
、
一
七
二

O
年
六
月

二
四
日
ま
で
に
、
購
入
額
の
U
M
を
国
庫
に
納
め
、
残
金
は
、
競
売
の
日

(
三
月
二
一

O
日
)
か
ら
納
金
の
日
ま
で
の
利
子
(
年
利
五
%
)
を
上
乗
せ

し
た
う
え
、
九
月
二
九
日
ま
で
に
払
い
込
む
、
と
@
ロ
ン
ド
ン
の
ク
リ
ス

チ
ャ
ン
・
コ

l
ル
は
、
会
社
の
代
理
人
と
し
て
、
六
月
二
五
日
、
ウ
エ
ス

ト
ミ
ン
ス
タ
!
の
財
務
府
に
一
万
一
五
五
六
ポ
ン
ド
一
シ
リ
ン
グ
ム
ハ
ペ
ン

(mv 

ス
を
払
い
込
ん
だ
@
だ
が
、
そ
こ
ま
で
で
あ
っ
た
。

一
七
二

O
年
六
月
二
四
日
は
、
「
南
海
会
社
」
の
株
価
が
一

O
五
O
M

に
達
し
、
頂
点
を
極
め
た
日
で
あ
っ
た
@
八
月
の
中
旬
ま
で
は
、
そ
の
株

価
も
、
な
ん
と
か
九

O
O
M
m
の
大
台
を
維
持
し
て
い
た
も
の
の
、
ま
さ
し

く
九
月
二
九
日
に
は
一
七

O
M台
に
転
落
し
て
い
る
。
「
ヨ

1
ク
・
ビ
ル

デ
ィ
ン
グ
会
社
」
の
株
価
は
、
こ
の
値
動
き
に
対
し
、
多
少
の
タ
イ
ム
・

ラ
グ
を
持
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
で
も
八
月
中
旬
に
二
九

0
ポ
ン
ド
台
だ
っ

た
株
価
は
、
一
カ
月
の
う
ち
に
四

O
か
ら
五

0
ポ
ン
ド
台
に
下
落
し
、
一

O
月
中
勾
に
は
一
七
ポ
ン
ド
、
そ
し
て
ま
も
な
く
売
却
不
能
に
な
っ
て
し

〈

nv

ま
っ
た
の
で
あ
る
@
ビ
リ
ン
グ
ス
レ
イ
は
、
こ
の
窮
地
を
、
富
く
じ
の
発

議
会
制
定
法
に
み
る
ジ
ャ
コ
バ
イ
ト
所
領
接
収
政
策

行
で
切
り
ぬ
け
よ
う
と
し
た
が
、
巷
は
同
じ
よ
う
な
試
み
に
あ
ふ
れ
で
い

た。
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
コ

l
ル
は
、
残
金
支
払
い
の
請
求
を
財
務
府
か
ら
受

け
、
売
却
を
キ
ャ
ン
セ
ル
す
る
と
威
さ
れ
て
い
た
。
な
ん
と
か
言
い
つ
く

ろ
う
手
知
、
財
務
府
あ
て
に
出
さ
れ
て
い
る
が
、
結
局
、
残
金
は
未
払

い
で
あ
引
け
は
。
購
入
所
領
が
抱
え
て
い
た
製
塩
場
や
鉱
山
を
稼
動
さ
せ
る

試
み
も
、
損
失
を
増
大
さ
せ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
借
地
人
達
も
、
か
つ
て

の
主
人
の
方
に
忠
誠
心
を
持
ち
続
け
、
よ
そ
者
の
新
し
い
地
主
に
対
し
て

(
お
〉

は
、
ま
っ
た
く
非
協
力
的
で
あ
っ
た
@

こ
う
し
て
、
売
却
さ
れ
た
は
ず
の
所
領
も
、
そ
の
代
金
支
払
い
は
滞
る

こ
と
に
な
っ
た
。
だ
が
、
一
七
二
六
年
に
な
っ
て
も
な
お
、
没
収
所
領
の

一
部
は
買
い
手
が
み
つ
か
ら
ず
、
債
務
支
払
い
請
求
の
確
定
が
完
了
し
て

い
な
い
所
領
す
ら
残
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
い
に
、
こ
の
年
、
こ
れ
ら

の
経
過
を
総
括
す
る
法
が
制
定
さ
れ
る
。

「
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
と
称
す
る
大
プ
リ
テ
ン
の
一
部
に
あ
る
没
収
所
領

で
、
売
れ
残
っ
て
お
り
、
ま
た
国
王
に
帰
属
し
て
い
る
も
の
を
売
却
す

る
こ
と
、
並
び
に
、
上
記
所
領
に
対
し

E
当
に
申
請
さ
れ
て
い
た
債
務

支
払
請
求
で
、
未
確
定
の
も
の
を
確
定
す
る
こ
と
、
を
目
的
と
す
る

法
」
(
冨
の

g・
H
-
n
-
M
∞)

は
、
そ
れ
ま
で
の
所
領
没
収
に
関
し
て
制
定
さ
れ
て
き
た
法
を
緩
々
述
べ

た
う
え
で
、
こ
れ
ら
の
決
定
が
法
の
定
め
た
期
日
に
な
っ
て
も
な
お
完
了

し
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
次
の
よ
う
に
続
け
る
@

「
:
:
:
従
っ
て
、
:
:
:
以
下
定
め
る
。
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
財
務
裁
判

二
四
五



議
会
制
定
法
に
み
る
ジ
ャ
ヨ
パ
イ
十
所
領
接
収
政
策

所
の
判
事
国
同
門
吉
田
丘
町
山
田
宮
同
}
冊
目
宍
由
{
U
D
E
H
a
H
W
M内

n
F
2
5円
は
、

三
名
を
定
足
数
と
し
て
、
こ
れ
よ
り
以
後
、
上
記
没
収
所
領
を
最
も
高

く
入
札
し
た
者
に
売
却
す
る
権
限
を
与
え
ら
れ
、
そ
の
実
施
が
要
求
さ

れ
る
。
全
判
事
は
、
上
記
〔
没
収
所
領
管
財
〕
委
員
会
す
な
わ
ち
受
託

委
員
が
定
め
ら
れ
た
の
と
同
じ
規
範
に
従
っ
て
、
同
様
の
や
り
方
で
活

動
し
、
主
記
所
領
が
売
却
さ
れ
る
ま
で
の
地
代
お
よ
び
利
益
り

8
2目

を
、
売
却
さ
れ
た
時
に
は
そ
の
収
益
を
、
上
記
委
員
会
す
な
わ
ち
受
託

委
員
が
充
当
す
る
ベ
ゾ
ヘ
義
務
づ
け
ら
れ
定
め
ら
れ
て
い
た
の
s

と
同
様
の

方
法
で
、
充
当
す
る
こ
と
。
:
:
・
」

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
下
に
お
け
る
没
収
所
領
の
管
財
権
は
、
こ
う
し
て
、
以

後
、
財
務
裁
判
所
の
手
に
移
っ
た
の
で
あ
る
。
裁
判
所
は
没
収
所
領
の
購

買
者
で
支
払
い
の
滞
っ
て
い
る
者
を
召
換
し
か
っ
罰
す
る
権
限
を
与
え
ら

(
お
)

れ
た
。だ

が
、
こ
の
措
置
も
ま
た
た
だ
ち
に
成
果
を
あ
げ
得
な
か
っ
た
。
さ
ら

に
二
年
後
の
一
七
二
八
年
、
ジ
ョ
ー
ジ
二
世
の
治
世
に
な
っ
て
早
々
、
こ

の

ロ

の
0
0
・
一
円
円
、
認
を
、
寸
釈
明
話
回
世
山
口
し
修
正
す
る
法
」
(
同
の

8
・

ロ
-
n
t
M
む
が
一
舟
提
出
さ
れ
る
叶
と
の
法
は
、
債
務
支
払
い
請
求
に
対
す

る
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
上
告
審
の
裁
定
者
を
五
名
任
命
し
、
没
収
所
領
に
対

す
る
金
銭
的
請
求
に
対
し
て
は
債
券
念

σ
g
g
g
を
発
行
す
る
こ
と
を

定
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
続
く
一
七
二
九
年
に
な
っ
て
、
再
び
、
之
の
H

の

g-
戸
口
-
M
H

か
ら
「
生
ず
る
疑
念
や
樟
宝
口
を
除
去
す
る
法
」
(
日
の

8
・

H
F
n
・
ωω
〉
が
提
出
さ
れ
、
再
度
売
れ
残
っ
て
い
る
ス
コ
ー
ッ
ト
ラ
ン
ド
没

収
所
領
の
売
却
お
よ
び
債
務
確
定
を
促
す
の
で
あ
る
。

二
四
六

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
な
ら
ば
、
一
セ
一
五
年
叛
乱
の
没
収
所
領
の
処

理
は
、
基
本
的
に
は
公
共
の
福
利
を
目
的
と
し
つ
つ
1

没
収
所
領
の
売
却

と
そ
の
売
り
あ
げ
金
の
当
該
目
的
へ
の
充
当
と
い
う
路
線
で
企
画
さ
れ
て

い
た
が
、
結
局
の
と
亡
ろ
、
債
務
返
務
と
購
買
者
の
濯
保
と
い
う
点
で
、

期
待
さ
れ
た
結
果
を
直
ち
に
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、
と
言
い

(
幻
〉

う
る
で
あ
ろ
う
。

(
叩
山
)
一
防
僚
没
収
の
対
象
者
は
、
一
七
一
万
年
六
月
二
九
日
か
ら
一
七
一
六
年
六

月
一
日
ま
で
の
期
間
に
、
反
逆
罪
に
上
。
権
能
剥
奪
さ
れ
た
者
で
あ
る
。
な

お
、
両
時
に
、
反
逆
者
H

権
能
剥
一
奪
者
の
世
襲
裁
判
権
、
お
よ
び
各
種
の
軍
事

的
指
掃
権
等
の
公
権
が
剥
奪
さ
れ
て
い
る
点
は
注
意
を
要
す
る
。
ハ
ノ
l
ヴ
ア

I
側
に
つ
い
た
ス
ヨ

γ
ト
ラ
ン
ド
貴
族
・
族
長
の
そ
れ
は
、
こ
の
時
点
で
は
廃

止
の
対
象
に
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

〈
日
〉
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
生
ま
れ
の
文
人
ρ

筆
名
は
、
ア
イ
ザ
ッ
ク
・
ピ
ッ
カ
!
ス

タ
ッ
7

J

一
七
一
一
|
一
二
e
年
『
ス
ベ
ク
テ
イ
タ
i
』
紙
を
発
刊
し
て
い
る
。

『
岩
波
西
洋
人
名
辞
典
(
増
補
版
)
』
(
岩
波
書
庖
〉
一
九
八
一
年
、
七
三
六

頁。

ハ
ロ
)
彼
は
、
一
七
一
八
年
に
委
員
と

L
て
の
職
務
を
解
か
れ
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・

ロ
ン
が
代
り
の
委
員
に
任
命
さ
れ
る
合
。

2
・H

・
0

・
Nω)
。
な
お
同
法
は
、

無
断
で
三
週
間
以
上
委
員
会
を
欠
席
し
た
委
員
の
年
間
報
酬
を
半
額
〈
五
0
0

ポ
ン
ド
)
に
削
る
旨
を
定
め
て
い
る
。

(
刊

U

〉
彼
は
一
六
八
六
年
、
グ
レ
ン
イ
l
グ
ル
ズ

2
2
2包
g
で
生
ま
れ
、
レ

イ
デ
シ
大
学
に
学
ん
だ
後
過
激
な
ジ
ャ
コ
バ
イ
ト
と
し
て
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に

帰
国
、
セ
ン
ト
・
ア
ン
ド
ル

i
ズ
大
学
で
歴
史
学
教
授
と
な
る
。
そ
の
後
セ
ン

ト
・
ア
ン
ド
ル
i
ズ
市
長
詮
経
て
、
岡
市
選
出
の
国
会
議
員
冨

-
Pと
な
り
、



Money， 

iニ Barley，
み

る
ジ Oats，
ヤ

コ Straw，
ノ、。
ィ Capons，

Money， 

明乃leat，

Barley， 

Oatmeal， 

表 2 I日ウィントン伯所領「地代j構成表 (1716)

;E s. d. 

Rent payab1e in Money， 266 7 9% e6回 Bolls，.2 Futlets， 2 Pecks， 3 Lippies I~ 1 
一r.876 18 4 at 10s. 5d. per Boll， J 

f957Boh2hr同 2Pe向 1Lippie剖，. r 1，019 12 2 
at ditto per， Boll， ) 

f1!勘Us，3 Furl尚 3Pecks， 1 Lippie * 1 市

f 166 2 6ま
at ditto per Boll， ) 

504 Thraves at 5d. per Thrave 

794まat10d. each， 
10 10 0 

31 4 4* 

802t at 6id. each， 22 5 8き

N. B.-There are 12 Salt Pans and 2 Coal i 

Heughs or Pits on the Estate of Wintoun， I 

th巴 YearlyValu巴 whereofcannot be町・>1，000 0 0 

tainly known， the Books not having be巴日|

regularly kept for some time past， but is I 
commonly reckoned to be about ) 

Total， 3， 393 0 11-& 

表3 旧パンミュアイ白所領「地代」構成表 (1716)

£ s. d. 

Rent payable in Money， 1，843 17 11き
{幼 Bolls，1 Furlet， 2 Pecksき， at 6s. 1Hd.} 

per Boll， 
84 10 3~ 

lmBOIls，IFurlet，2Pecks t at ditto per) 

Boll， 
699 1 10 

i2203Bolh2Furleh3pecks告atditto} 

per Boll， 
765 3 7li 

Oats or Pease， 110 Bolls， 1 Furlet， 3 Pecks at ditto per Boll， 38 6 11士

Geese， 8 at ls. each， 。8 。
Capons， 458 at 6d. each， 11 9 。

ニ Chickens， 456 at Hd. each， 2 17 。
四

312! at 3d. each， 3 18 H 七 Hens，
Ells Linen， 60! at 6id. per Eii， 1 13 7i 
Wethers， 14 at 3s. 4d. per Wether. 2 6 8 

Butter， 7 lb. at 3d. per lb.， 。1 9 

Total， 3，456 11 10会



議
会
制
定
法
に
み
る
ジ
ャ
コ
バ
イ
ト
所
領
接
収
政
策

そ
の
後
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ド
の
王
室
弁
護
入
間
百
四
.ω

印。
-
E
庄
司
に
ま
で
な
る
、

と
い
う
経
歴
舎
持
ち
、
委
員
会
の
御
意
見
番
的
役
割
を
果
し
た
。
〉
-
回

-
Z一ア

宮
叫

O
m
F
-
h

匂
ミ
守
え
な
S
Q
L
『
匂
向
。
誌
な
砕
旬
。
E
u
p
町内向
t

h

“HQ
H
E
』

U
R
H
h
x
z

HUWHhhhuwhhm・開品-ロ『ロ円以叫
}
f
H
由。由・同ロ
-Z1auι

ロの門戸。ロ・円以

HM4q
・

(
H
U
)

そ
の
調
養
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
、
当
時
の
「
地
代
」
構
成
は
、
そ

れ
自
体
、
経
済
史
研
究
の
貴
重
な
史
料
と
な
り
う
る
。
本
稿
で
は
そ
の
す
べ
て

を
検
討
し
え
な
い
の
で
、
典
型
と
思
わ
れ
る
事
例
を
掲
げ
る
に
と
ど
め
る
。

こ
の
両
者
は
、
い
ず
れ
も
比
較
的
大
規
模
の
所
領
で
あ
る
が
、
表
2
に
み
ら

れ
る
よ
う
に
、
製
塩
所
を
経
営
し
て
い
る
例
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
表
3
で
ほ
、

リ
ネ
ン
布
約
六

O
エ
ル
(
約
七
五
ヤ
ー
ド
)
が
「
地
代
」
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い

る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
布
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
例
は
、

調
査
報
告
の
対
象
三
入
所
領
の
う
ち
、
三
例
。
糸
に
つ
い
て
も
二
例
報
告
さ
れ

て
い
る
。
貨
幣
換
算
さ
れ
て
は
い
る
と
は
い
え
、
「
運
搬
扶
役
」
も
、
二
例
報

告
さ
れ
て
い
る
。
冨
E

R

O
品
冬
・
ミ
T
E
Y
H
i
I
H
H
巴・

(

刊

凶

)

芯

m
k
J

司司
-
H
H
H
-
ーロ・

(

叩

山

)

帆

F
R
t
・-u-
同
同
同
三
・

(
口
〉
&
片
手
・
官
官
-
H
M
G
2
〈1
〈・

(
U
M

〉
芯
ミ
・
・
と
の
合
本
企
業
の
概
略
に
つ
い
て
は
、
当
・
戸
田
S
F
§
-
n
H
H
J

dz--
デ
唱
官
・

2
∞
む
十
に
よ
っ
て
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
刊
出

)
H
b
h
t
・-司・串
M
H
・
こ
の
金
額
に
は
、
会
社
が
当
時
抱
え
て
い
た
負
債
一
八

四
五
ポ
ン
ド
の
返
済
分
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
一
六
九
一
年
段
階
で
の

こ
の
資
本
金
は
四
八

0
0
ポ
ン
ド
(
四
八
株
)
で
あ
っ
た
。

(
川
副

)
E
R
-
U
品
目
印
・
株
式
募
集
は
、
反
物
商
組
合
会
議
所
玄
O
H
n
o
g
-
E
Z

で
行
わ
れ
た
。
募
集
規
定
に
は
、
引
き
受
け
の
優
先
的
割
り
あ
て
が
「
マ
イ
ン

ズ
・
ロ
イ
ヤ
ル
u

ミ
ネ
ラ
ル
・
ア
ン
ド
・
バ
ッ
タ
リ
l
・
ワ

i
ク
ス
会
社
」
に
対

二
四
八

し
て
行
な
わ
れ
る
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
歴
史
的
特
権
会
社
は
、
同
じ

ビ
リ
ン
グ
ス
レ
イ
に
よ
っ
て
、
海
上
保
険
会
社
と
し
て
再
編
さ
れ
、
後
に
「
ロ

イ
ヤ
ル
・
エ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
保
険
会
社
」
と
し
て
法
人
化
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う

な
府
特
権
会
社
が
没
収
所
所
領
等
を
購
入
し
て
、
保
険
・
年
金
会
社
な
ど
に
変

質
し
て
ゆ
〈
過
程
は
、
同
時
期
の
「
ス
ウ
ォ

i
ド
・
プ
レ
イ
ド
会
社
」
叶
『
o

m
君
。
円
品
虫
色
。
。
。
自
阿
国
一
回
可
に
も
み
ら
れ
る
。
こ
の
会
社
は
、
名
誉
革
命
期

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
叛
乱
に
際
し
て
没
収
さ
れ
た
土
地
に
対
し
、
「
ヨ

i
ク
・
ビ

ル
デ
ィ
ン
グ
会
社
」
と
同
様
の
企
画
を
行
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ

い
て
は
、
印

g
F
h
h
h弘
・
恒
三
Y
A
H
∞
間
企
M
・
を
参
照
せ
よ
。

(
削

6
5
C
2
ロ
・
。
討
に
、
こ
の
経
過
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

ハ
m
)
S
P
F

(
幻
〉
印

g
R・。
V
E
T
S
-
-
u・同
γ
品目印・

(
川
台
富
山
-
z
p

。
、
・
ミ
T
H
U
H
H
目
、
な
お
、

z
c
o
o
-
ロ
-
P
S
に
よ
れ
ば
、

こ
の
ノ

l
ザ
ム
バ

l
ラ
ン
ド
所
領
購
入
代
金
は
そ
の
後
も
徐
々
に
払
い
込
ま

れ
、
最
終
的
に
は
、
残
額
五
二
一
七
ポ
ン
ド
一
四
シ
リ
ン
グ
一
一
ペ
ン
ス
ハ
総
額

の
八
%
)
が
免
除
さ
れ
た
ハ
一
七
四
五
年
〉
。
し
か
し
、
そ
の
時
点
で
ほ
、
す

で
に
会
社
ば
多
く
の
負
債
を
か
か
え
、
こ
の
購
入
所
領
も
抵
当
に
入
っ
マ
い
た

の
で
あ
る
。

(
お
)
冨
己
S

F

。b
・
2
?
円》司
-
H
H
H
4
丘町・

(
町
山

)

H

ω

。。。・
H

・
0

・
M

∞・

(
幻
)
こ
の
委
員
会
の
、
一
七
一
六
年
か
ら
一
七
二
五
年
に
至
る
ま
で
の
活
動
に

つ
い
て
い
え
ば
、
没
収
所
領
の
売
却
に
よ
っ
て
財
務
裁
判
所
に
納
入
さ
れ
た
金

額
は
、
四
一
万
一

O
八
二
ポ
ン
ド
で
は
あ
っ
た
が
、
債
務
返
済
に
、
一
ニ
二
万
七

o=一
九
ポ
y
ド
、
委
員
会
の
活
動
費
自
体
に
八
万
二
九
三
六
ポ
ン
ド
が
支
出
さ

れ
て
お
り
、
最
終
的
に
国
庫
に
残
さ
れ
た
の
は
、
わ
ず
か
、
一
一

O
七
ポ
ン
ド



に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
宮
ニ
E
F
も

え
T
U
H
H
U
2
日

一
七
四
五
年
叛
乱
の
没
収
所
領
処
置

「
四
五
年
」
の
叛
乱
に
接
し
、
議
会
は
ま
ず
体
制
護
持
を
決
議
し
、
時

限
立
法
と
し
て
、
反
逆
の
疑
い
の
あ
る
人
物
を
予
防
拘
禁
す
る
法
を
成
立

さ
せ
る
公
由
。

8
・
ロ

-
P
O
Q
続
い
て
、
軍
隊
の
徴
募
と
軍
費
徴
遠
の

(お〉

た
め
の
土
地
へ
の
課
税
な
ら
び
に
そ
ル
ト
税
の
徴
集
が
定
め
ら
れ
る
。
九

月
に
は
、
エ
デ
ィ
ン
パ
ラ
が
タ
ャ
コ
バ
イ
ト
軍
に
占
領
さ
れ
た
た
め
、

(
明
日
)

高
等
民
事
裁
判
所
の
機
能
停
止
が
指
示
さ
れ
る
(
活
。

g
・口・

n
・
3
。

続
い
て
、
叛
乱
の
補
虜
の
裁
判
を
迅
速
に
行
な
う
た
め
の
法
(
忌
の

8
・

ロ
-
n
・
3
が
成
立
す
る
。
こ
の
法
は
、
陪
審
員
の
選
定
規
準
を
拡
式
し
、

ハ
叩
山
)

一
反
逆
罰
で
収
監
さ
れ
て
い
る
人
間
の
裁
判
を
急
が
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
@

一
七
四
六
年
四
月
一
六
日
、
カ
ロ
デ
ン
の
戦
闘
が
叛
乱
の
鎮
圧
を
ぽ
ぽ

決
定
的
に
す
る
と
、
同
月
二
五
日
に
は
、
叛
乱
関
係
者
の
嫌
疑
を
も
っ
者

に
対
す
る
出
頭
命
令
法
案
が
議
会
に
提
出
さ
れ
、
主
月
中
に
両
院
を
通

過
、
六
月
四
日
に
成
立
す
る
合
唱
の

8
・
口
・
円
-
N
3
0
同
時
に
、
ケ
リ
l

伯
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
を
は
じ
め
と
す
る
、
四
三
名
に
対
し
、
一
七
四
六
年

七
月
一
二
日
ま
で
に
治
安
判
事
の
所
へ
出
頭
す
る
よ
う
に
定
め
た
法

(
忌
の

g・
戸

n
-
S
)
が
成
立
す
る
@
彼
ら
は
、
出
頭
し
な
い
場
合
に

ほ
大
逆
罪
と
み
な
さ
れ
た
@

「
四
五
年
」
の
平
定
政
策
は
、
ま
ず
、
以
前
に
も
ま
し
て
徹
底
的
な
武

装
解
除
策
か
ら
始
ま
る
。
武
装
解
除
法
は
、
レ
ヴ
ン
湖
以
北
の
ダ
ン
パ

i

ト
ン
シ
ャ

l
、
フ
ォ

l
ス
河
以
北
の
ス
タ
ー
リ
ン
グ
、
お
よ
び
パ

l
ス、

議
会
制
定
法
に
み
る
ジ
ャ
コ
パ
イ
ト
所
領
接
収
政
策

キ
ン
カ

i
Jア
ィ

γ
、
ァ
バ
デ
ィ

l
y
、
ィ
ン
ヴ
ァ
ネ
ス
、
ネ
ア
ン
、
ク
ロ

マ
l
テ
ィ
、
ア

l
ガ
イ
ル
、
フ
ォ

i
フ
ァ
、
パ
今
、
サ
ザ
ラ
ン
ド
、
ケ

イ
ス
ネ
ス
、
ェ
ル
ギ
ン
、
ロ
ス
、
の
各
州
を
対
象
に
、
一
七
一
六
年
と
一

七
二
五
年
に
定
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
当
該
法
の
有
効
期
限
は
切
れ

(

氾

)

て
い
た
し
、

「
上
記
の
諸
地
域
お
よ
び
諸
州
内
に
お
い
て
、
多
数
の
人
々
が
、
な
お

も
大
量
の
武
器
を
保
持
し
続
け
て
お
り
、
し
か
も
、
そ
の
よ
う
な
人
々

が
先
頃
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
の
主
位
信
称
者
に
つ
い
て
、
陛
下
に
対
し

て
大
胆
に
も
邪
悪
な
叛
乱
を
起
し
、
:
:
:
こ
の
王
国
の
南
部
門
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
U

へ
侵
攻
し
て
数
都
市
を
占
領
、
そ
の
地
方
に
軍
税
を
課
す
な

ど
数
々
の
無
法
を
な
し
、
陛
下
の
忠
実
な
臣
民
に
恐
怖
と
多
大
の
損
害

を
与
え
た
」
(
忌
の
8
・
ロ
-
n・
3
)

た
め
、
将
来
こ
の
よ
う
な
叛
乱
を
防
止
す
べ
く
、
い
っ
そ
う
効
果
的
な
措

置
が
講
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
「
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
高
地
地
方
を
効
果
的
に
武
装
解
除
す
る

法
」
ハ
一
七
四
六
年
)
は
、
州
長
官
円
R
a
F
U
C
H
g田
口
け
ら
に
、
武
器
供

出
命
令
様
、
授
索
権
な
ど
を
与
え
、
軍
の
出
動
や
武
力
に
よ
る
殺
傷
の
権

限
も
-
認
め
て
い
る
@
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
民
族
楽
器
で
あ
る
パ
グ
パ
イ
プ

(
風
笛
)
も
兵
器
当
白
門
出

E
4
2
-
u
g
と
み
な
さ
れ
、
一
七
四
七
年
八

月
一
日
以
降
に
は
、
民
族
衣
裳
た
る
キ
ル
ト
、
プ
レ
イ
ド
(
一
肩
か
け
〉
等

の
い
わ
ゆ
る
「
ハ
イ
ラ
ン
ド
・
ド
レ
ス
」
の
着
用
す
ら
、
六
カ
月
の
禁
固

刑
ハ
再
犯
は
七
カ
年
の
国
外
追
放
)
を
も
っ
て
禁
止
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
公
立
・
私
立
の
学
校
教
師
・
チ
ヤ
プ
レ
シ
・
家
庭
教
師
は
、
す
べ
て

二
四
九



議
会
制
定
法
に
み
る
ジ
ャ
コ
パ
イ
ト
所
領
接
収
政
策

国
王
へ
の
忠
誠
を
宣
誓
し
、
登
録
す
る
義
務
を
負
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
@続

い
て
、
一
七
四
七
年
、
機
能
剥
奪
者
の
所
領
没
収
が
定
め
ら
れ
る
。

そ
の
法
は
、

「
所
定
の
反
逆
者
の
所
領
を
国
王
に
帰
属
せ
し
め
、
効
果
的
に
当
該
所

領
を
査
定
し
て
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
収
入
を
陛
下
の
御
用
に
供
す
る
と

と
も
に
、
当
該
所
領
に
対
す
る
正
当
な
債
務
返
済
請
求
を
保
証
し
皆
済

す
る
た
め
の
法
」
〈
包
の

8
・
日
目
・
口
・
出
)

と
い
う
名
称
を
与
え
ら
れ
て
い
た
。
先
の
叛
乱
後
の
処
置
の
経
験
を
ふ
ま

え
、
こ
の
法
は
、
前
よ
り
も
い
っ
そ
う
周
到
に
配
慮
さ
れ
た
条
項
か
ら
成

っ
て
い
る
。
没
収
所
領
の
管
財
権
も
、
当
分
の
問
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の

財
務
裁
判
所
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
の
収
益
は

す
べ
て
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
王
領
地
歳
入
徴
収
長
官

5
8
2
2
a窓
口
?

円
即
日
の
元
に
納
め
ら
れ
、
彼
が
、
そ
れ
を
ウ
エ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
!
の
財
務

府
に
納
め
る
こ
と
と
さ
れ
た
@
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
財
務
裁
判
所
は
、
こ
う

し
た
業
務
遂
行
の
た
め
に
、
宣
誓
し
た
執
行
官
を
各
没
収
所
領
に
派
遣
し

て
所
領
の
収
支
状
況
を
把
握
し
、
債
務
支
払
請
求
に
答
え
る
こ
と
と
さ
れ

る
Q

さ
ら
に
、
没
収
所
領
か
ち
の
収
入
を
確
実
に
す
る
た
め
に
、
当
該
裁

判
所
は
、
そ
れ
ら
を
実
際
に
管
理
す
る
管
財
人
を
任
命
す
る
権
限
も
与
え

ら
れ
た
。
債
務
支
払
請
求
に
対
し
て
も
、
前
回
の
没
収
で
得
ら
れ
た
教
訓

が
生
か
さ
れ
、
詳
細
な
法
手
続
き
が
あ
ら
か
じ
め
規
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
法
で
特
徴
的
な
こ
と
は
、
没
収
所
領
の
売
却
に
関
す
る
条
項
(
第

二
0
・
二
一
条
〉
で
あ
ろ
う
@
こ
れ
ら
の
所
領
一
に
対
す
る
一
年
以
内
の
確

二
五

O

定
債
務
支
払
請
求
が
、
当
該
所
領
の
売
却
に
よ
っ
て
の
み
完
済
可
能
だ
と

判
断
さ
れ
た
ば
あ
い
は
、
売
却
が
認
め
ら
れ
た
が
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に

は
、
売
却
せ
ず
に
債
務
を
皆
済
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
@

コ
五
年
」
叛
乱
の
際
の
没
収
所
領
が
、
基
本
的
に
は
売
却
に
よ
っ
て
処

理
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
と
好
対
照
を
み
せ
て
い
る
@
こ
れ
に

よ
っ
て
、
五
年
後
の
、
い
わ
ゆ
る
「
接
収
法
」
〉

5
0同
日
目
開
〉
2
に
対
す

る
法
的
前
提
条
件
が
据
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
@

「
没
収
法
」
が
成
立
す
る
の
と
相
前
後
し
て
、
同
じ
一
七
四
七
年
に

は
、
周
知
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
「
世
襲
裁
判
権
廃
止
法
」

Q
O
の
8
・ロ-

n-
お
)
お
よ
び
、
「
後
見
土
地
保
有
廃
止
法
」
(
呂
の

g-
同
-
n
-
m
O
)
の

ご
法
が
成
立
し
て
い
る
@
い
ず
れ
も
、
六
月
一
七
日
付
で
国
王
の
承
認
が

な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
て
前
者
は
、
こ
れ
ま
で
、
ジ
ャ
コ
バ

イ
ト
勢
力
の
解
体
、
お
よ
び
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
高
地
地
方
の
氏
族
制
度
の

解
体
に
、
決
定
的
な
影
響
が
あ
っ
た
と
し
て
、
し
ば
し
ば
強
調
さ
れ
て
き

〈
沼
)

た
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
を
注
意
深
く
検
討
す
る
な
ら
ば
、
廃
止
の

対
象
た
る
世
襲
裁
判
権
の
所
有
者
に
は
体
制
側
に
つ
い
て
い
た
貴
族
・
族

長
等
が
含
ま
れ
て
い
る
。
む
し
ろ
、
「
一
五
年
」
の
叛
乱
に
加
担
し
た
人

(
お
〉

々
の
そ
れ
は
、
す
で
に
没
収
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
ハ
ノ

i
ヴ

ィ
ア
ン
の
所
有
す
る
世
襲
裁
判
権
の
方
が
多
か
っ
た
と
も
い
え
る
の
で
あ

る
。
こ
の
法
は
、
前
文
に
五
つ
の
目
的
を
掲
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
:
:
・
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
多
種
・
広
範
囲
の
世
襲
裁
判
権
か
ら
生
じ

て
き
た
、
そ
し
て
生
じ
う
る
不
都
合
を
改
善
す
る
た
め
、
な
ら
び
に
、

そ
れ
〔
世
襲
裁
判
権
U

の
所
有
者
に
賠
償
を
行
な
う
た
め
、
な
ら
び



に
‘
医
制
に
よ
り
元
来
国
主
に
帰
属
す
る
蒔
法
権
を
回
復
ナ
る
た
め
、

な
ら
び
に
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
す
べ
て
の
臣
民
に
国
王
の
法
と
王
義

の
裁
判
と
に
よ
る
感
化
・
利
益
・
保
護
を
及
ぼ
す
た
め
、
な
ら
び
に
、

合
邦
を
一
一
層
完
全
な
も
の
と
す
る
た
め
、
以
下
定
め
る
?
:
:
:
」
(
傍

点
筆
者
)

こ
こ
に
、
英
国
議
会
が
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
世
襲
裁
判
権
を
ど
の
よ
う

に
理
解
し
て
い
た
の
か
が
、
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
な

お
、
こ
こ
に
示
さ
れ
る
「
世
相
撲
裁
判
所
有
者
へ
の
賠
償
」
で
は
、
同
法
案

施
日
の
直
前
に
、
裁
判
権
一
が
ど
の
程
度
の
利
得
を
所
有
者
に
も
た
ら
す
も

の
で
あ
る
か
が
調
査
報
告
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
六
九
名
の
人

(
鈍
〉

物
が
請
求
し
た
総
額
は
、
な
ん
と
、
約
一
五
万
ポ
ン
ド
に
も
及
ん
で
い
る
。

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
司
法
制
度
の
「
ア
ン
グ
ロ
ナ
イ
ズ
」
過
程
は
、
こ
う
し

(
お
)

て
、
旧
制
度
の
い
わ
ば
「
有
償
廃
棄
」
に
よ
り
遂
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

だ
が
、
「
四
五
年
」
の
平
定
政
策
の
基
本
的
な
考
え
方
が
、
最
も
明
瞭

に
表
わ
れ
て
い
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
「
接
収
法
」
〉
ロ
ロ

a
z凹
〉
ロ
ス
一

七
五
二
年
)
で
あ
る
。

「
ス
コ
ッ
ト
ラ
シ
ド
に
お
け
る
所
定
の
没
収
所
領
を
接
収
し
譲
渡
せ
ぬ

こ
と
、
お
ら
び
に
当
該
所
領
に
対
す
る
正
当
な
債
権
者
へ
の
賠
償
を
行

な
う
こ
と
、
な
ら
び
に
当
該
所
領
の
経
営
方
法
を
確
立
す
る
こ
と
、
な

ら
び
に
そ
こ
か
ら
あ
が
る
地
代
・
収
益
を
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
高
地
地
方

の
よ
り
良
い
文
明
化
と
改
良
に
充
当
し
、
そ
し
て
、
そ
の
地
の
無
法
状

態
を
将
来
に
わ
た
っ
て
防
止
す
る
こ
と
、
を
目
的
と
す
る
法
」
む
問

。0
0
・
ロ
・
口
・
A
F
H
)

議
会
制
定
法
に
み
る
ジ
ャ
コ
バ
イ
ト
所
領
接
収
政
策

と
名
づ
け
ら
れ
た
こ
の
法
は
、
す
で
に
そ
の
題
名
の
う
ち
に
政
策
主
体
の

発
想
方
法
を
表
現
し
て
い
る
@
接
収
所
領
の
売
却
を
、
没
収
所
領
に
対
す

る
債
権
者
保
護
の
た
め
の
必
要
最
小
限
の
範
囲
に
と
ど
め
、
接
収
所
領
の

積
極
的
な
経
営
を
通
し
て
社
会
的
な
影
響
力
を
行
便
し
よ
う
と
す
る
意
図

ば
、
明
ら
か
に
前
回
の
没
収
の
教
訓
を
ふ
ま
え
て
い
る
。
そ
し
で
、
「
邪

〈
帽
凋
)

悪
で
不
自
然
な
叛
乱
」
若
山
口
宮
円
山
田
口
門

H
C
P
E
E
S
-
B
E
-
-円
。
ロ
の
原
因

は
、
ジ
ャ
コ
バ
イ
ト
勢
力
の
所
領
「
経
営
」
の
あ
り
方
が
旧
態
依
然
的
"

抑
圧
的
な
も
の
で
あ
る
点
に
容
在
す
る
と
の
認
識
が
一
示
さ
れ
て
い
る
。
さ

れ
ば
こ
そ
、
「
所
領
改
良
」
を
、
将
来
の
起
り
う
る
叛
乱
を
未
然
に
防
止

す
る
た
め
の
施
策
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
「
接
収
法
」
は
、
一
四
の
没
収
所
領
の
売
却
さ
し
止
め
を
唱
っ
た

(
幻
)

前
文
を
含
め
、
コ
一
四
条
か
ら
な
る
。
第
二
条
か
ら
第
六
条
ま
で
は
債
務
賠

償
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。
高
等
民
事
裁
判
所
が
確
定
す
る
没
収
所
領
の

査
定
額
と
債
務
支
払
い
請
求
額
一
と
が
比
較
さ
れ
、
当
該
所
領
か
ら
最
終
的

に
財
務
府
に
納
入
さ
れ
る
純
益
の
一
一

O
年
分
を
上
限
と
し
て
、
債
務
支
払

い
が
行
な
わ
れ
る
(
第
六
条
)
。
第
九
条
か
ら
第
一
二
条
ま
で
は
、
ロ
ッ

ヒ
ー
ル
ド
ロ
口

E
巴
の
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ャ
メ
ロ
ン
含
は
じ
め
と
す
る
九
名
の

(
叫
岬
)

没
収
所
領
に
対
し
て
請
求
さ
れ
た
上
級
所
有
権
に
関
す
る
も
の
で
、
彼
ら

の
接
収
所
領
買
戻
し
に
つ
い
て
は
認
め
る
が
、
王
一
領
地
へ
の
接
収
自
体
は

有
効
と
規
定
し
て
い
る
。

こ
の
法
の
核
心
と
も
い
う
べ
き
は
、
第
一
四
条
以
下
で
あ
る
。

「
:
:
:
接
収
所
領
お
よ
び
土
地
の
純
地
代
収
入
・
生
産
物
は
、
以
下
の

手
続
き
に
よ
り
:
:
:
、
当
該
所
領
お
よ
び
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
他
の
高

二
五



議
会
制
定
法
に
み
る
ジ
ャ
コ
バ
イ
ト
所
領
接
収
政
策

地
地
方
・
島
酬
明
の
住
民
を
文
明
化
丘
三
ロ
お
し
、
彼
ら
の
令
か
に
、

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
信
仰
、
健
全
な
統
治
、
勤
勉
さ
と
諸
製
造
業

宮
内
吉
弘
司
虫
色

5
8ロ
P
R己
g
な
ら
び
に
礎
下
と
そ
の
後
継
者
に

対
す
る
義
務
と
忠
誠
心
、
等
を
促
進
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
充
当

さ
れ
る
1

そ
し
て
、
そ
れ
以
外
の
い
か
な
る
目
的
・
使
用
に
も
充
当
さ

れ
な
い
。
」
(
第
一
四
条
)

こ
の
白
的
を
遂
行
す
る
た
め
に
、
再
び
、
接
収
所
領
管
理
委
員
が
任
命
さ

れ
る
(
第
一
五
条
Y
だ
が
、
今
回
の
委
員
は
、
無
報
酬
で
あ
る
こ
と
(
前

回
は
年
額
一

0
0
0ポ
ン
ド
の
俸
給
/
)
が
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
(
第

一
六
条
)
@
委
員
は
、
当
該
所
領
、
ま
た
は
そ
の
一
部
を
、
二
一
年
を
最

リ
ー
ス

長
と
す
る
借
地
に
山
山
す
権
限
を
付
与
さ
れ
る
@
だ
が
、
そ
れ
ば
か
り
で
は

な
い
。
借
地
人
が
、
そ
の
地
に
改
良
を
加
え
る
と
い
う
条
件
|
|
地
代
五

年
分
相
当
以
内
の
改
良
・
建
築
を
、
借
地
契
約
時
か
ら
七
年
以
内
に
行
う

9
1
ス

こ
と
|
|
B
が
あ
れ
ば
、
借
地
期
間
は
最
大
限
四
一
年
ま
で
拡
大
さ
れ
た
の

で
あ
る
(
第
一
七
条

Y
借
地
人
が
こ
れ
を
又
貸
し
し
た
り
|
|
当
時
の

高
地
地
方
で
一
般
的
だ
っ
た
タ
ク
ス
マ
ン
窓
口

E
B
g
j
制
度
は
こ
れ
に

あ
た
る
|
|
実
効
的
な
保
有
が
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
り
し
た
場
合
な
ど

は
、
契
約
一
は
無
効
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
そ
の
借
地
の
地
代
は
、
鉱
山
な
い
し

漁
業
権
を
除
き
、
最
大
限
二

0
ポ
ン
ド
以
下
と
定
め
ら
れ
て
い
た
(
第
一

七
・
一
八
二
九
条

Y
こ
れ
ら
の
条
項
は
、
健
全
な
農
業
経
営
を
行
な
い

う
る
と
想
定
さ
れ
た
諸
条
件
を
、
あ
ら
か
じ
め
規
定
し
よ
う
と
す
る
も
の

だ
っ
た
、
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う

Q

こ
れ
ら
の
借
地
か
ら
の
地
代
収
集
に

つ
い
て
は
、
財
務
府
の
承
認
を
受
け
た
代
理
人
を
派
遣
し
得
た
が
、
彼
ら

二
五
二

は
、
借
地
人
達
か
ら
物
品
、
金
銭
を
受
け
と
る
こ
と
を
厳
重
に
(
罰
金
五

0
ポ
ン
ド
)
禁
止
さ
れ
て
い
た
(
第
二
一
・
二
二
・
二
三
条
V
こ
こ
で
も
、

前
回
の
没
収
で
の
教
訓
が
ふ
ま
え
ら
れ
て
い
る
。
委
員
会
は
、
事
務
官
を

任
命
し
、
当
該
所
領
の
改
良
計
画
の
進
行
状
況
を
調
査
さ
せ
、
こ
れ
を
記

録
し
た
う
え
で
、
議
会
に
対
し
毎
年
報
告
を
行
う
こ
と
も
規
定
さ
れ
て
い

る
〈
第
二
四
条
)
。
第
二
五
条
か
ら
第
二
七
条
ま
で
は
教
会
・
教
区
創
設
、

(
引
出
〉

第
二
八
条
か
ら
第
三
一
条
ま
で
は
学
校
(
英
語
教
育
と
職
業
訓
練
)
に
つ

い
て
、
第
三
二
条
は
辺
地
に
お
け
る
監
獄
の
建
設
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

定
め
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
な
事
業
の
た
め
に
、
財
務
府
は
、
当
該
所
領

か
ら
の
収
入
を
独
自
に
確
保
し
、
他
の
目
的
に
は
流
用
し
な
い
こ
と
、
委

員
会
の
活
動
財
源
に
充
当
す
る
こ
と
、
が
要
請
さ
れ
た
(
第
三
三
・
一
一
一
四

条)。こ
の
よ
う
に
制
定
さ
れ
た
接
収
所
領
の
経
営
は
、
今
や
、
新
た
な
人
員

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
委
員
会
の
手
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
委

員
の
任
命
は
、
こ
の
法
の
施
行
か
ら
や
や
遅
れ
た
一
七
五
五
年
三
月
に
行

な
わ
れ
、
第
一
回
会
合
は
議
会
内
に
お
い
て
六
月
二
三
日
に
開
催
さ
れ

ろ
@
当
初
、
委
員
は
二
八
名
で
あ
っ
た
が
、
一
七
六
一
年
七
月
に
は
三
五

名
に
増
員
さ
れ
る
ρ

と
は
い
え
、
彼
ら
の
す
べ
て
が
委
員
会
に
常
時
出
席

し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
@
と
り
わ
け
熱
心
に
活
躍
し
た
の
は
、
ケ

イ
ム
ズ
卿
を
は
じ
め
と
す
る
二
一
名
の
委
員
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
多
く

は
、
当
時
の
著
名
な
改
良
家
地
主

-
B胃
0
4
0
円
で
あ
り
、
貴
族
、
法
律

家
、
政
治
家
、
軍
人
な
ど
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
ま
た
、
一
八
世
紀
ス
コ
ッ

ト
ラ
ン
ド
の
所
領
改
良
運
動
の
先
駆
で
あ
っ
た
人
々
や
キ
リ
ス
ト
教
知
識



普
及
協
会
、
さ
ら
に
は
農
業
改
良
家
協
会
等
と
密
接
な
か
か
わ
り
を
も
っ

て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
で
、
彼
ら
自
身
が
自
ら
の

所
領
に
お
い
て
行
な
っ
て
い
た
所
領
改
良
計
画
が
、
高
地
地
方
に
あ
る
接

収
所
領
経
蛍
に
導
入
さ
れ
る
の
で
あ
る
@

我
々
は
こ
こ
で
、
「
四
五
年
」
後
の
没
収
所
領
の
処
理
が
|
|
「
一
五

年
」
の
そ
れ
の
教
訓
を
ふ
ま
え
て
い
る
に
し
て
も
|
|
二
つ
の
局
面
か
ら

な
っ
て
い
た
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
@
ジ
ャ
コ
バ
イ
ト
勢
力
の
平
定

政
策
自
体
は
、
総
体
と
し
て
み
れ
ば
、
反
体
制
勢
力
の
武
装
解
除
と
権
能

お
よ
び
所
領
の
剥
奪
、
な
ら
び
に
没
収
所
領
に
対
す
る
債
権
者
の
救
済
、

と
い
う
基
本
骨
格
を
有
し
て
い
た
こ
と
で
一
貫
し
て
い
た
。
だ
が
、
四
七

年
段
階
の
所
領
没
収
政
策
で
は
ま
だ
表
面
に
現
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
所
領

接
収
・
改
良
政
策
は
、
没
収
所
領
の
処
理
の
仕
方
と
い
う
点
か
ら
み
れ

ば
、
ま
っ
た
く
新
規
の
考
え
方
と
い
う
べ
き
な
の
で
あ
る
@
「
一
五
年
」

の
処
理
は
、
最
初
、
委
員
会
へ
付
託
さ
れ
た
も
の
の
、
結
局
、
権
限
は
財

務
裁
判
所
に
移
管
さ
れ
た
。
「
四
五
年
」
の
処
理
は
、
こ
の
経
験
に
よ
っ

て
は
じ
め
か
ら
財
務
府
お
よ
び
高
等
民
事
裁
判
所
の
手
に
委
ね
ら
れ
て
い

た
。
執
行
手
続
上
の
立
法
措
置
も
当
初
か
ら
慎
重
に
配
慮
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
@
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
接
収
所
領
は
再
び
委
員
会
付
託
方
式
に
復

帰
す
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る

Q

な
ぜ
か
@
財
務
裁
判
所
判
事
に
よ

る
没
収
所
領
経
営
が
、
さ
っ
ぱ
り
実
効
を
あ
げ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
ほ
、
当
初
の
日
的
で
あ
っ
た
債
務
支
払
の
見
通
し
に
影
を
お
と

す
こ
と
を
意
味
し
た
@
そ
こ
に
、
改
良
計
画
が
導
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
改
良
計
画
は
次
の
よ
う
な
考
え
方
に
基
礎

議
会
制
定
法
に
み
る
ジ
ャ
コ
バ
イ
ト
所
領
接
収
政
策

を
置
い
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
ジ
ャ
コ
バ
イ
ト
勢
力
が
支
配
的
で
あ
る
地

域
全
体
の
社
会
経
済
的
状
態
を
改
善
す
る
こ
と
で
、
不
平
不
満
の
根
本
原

因
を
取
り
除
く
こ
と
が
、
ジ
ャ
コ
バ
イ
ト
の
脅
威
を
除
去
す
る
最
も
確
実

な
方
法
な
の
だ
、
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
時
の
大
法
官

F
o
a
の
町
田
中

門
叩
ロ

R
ハ
l
ド
ウ
ィ
ク
出
血
丘
当
日
ロ
日
向
。
も
、
こ
の
考
え
の
熱
心
な
主
唱
者

で
あ
っ
た
。
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
高
地
地
方
の
接
収
所
領
こ
そ
、
こ
の
理
論

(

ω

)

 

日
社
会
認
識
の
実
地
検
証
の
場
だ
っ
た
の
で
あ
る
@

委
員
会
の
精
力
的
活
動
は
多
岐
に
わ
た
る
。
農
業
技
術
改
良
の
指
導
、

リ
ネ
ン
・
毛
織
物
・
編
み
物
の
製
造
お
よ
び
製
造
技
術
教
育
、
道
路
・
橋

・
埠
頭
の
建
設
、
〈
知
林
事
業
、
新
定
住
地
・
計
画
村
落
の
建
設
、
鉱
業
や

漁
業
の
振
興
、
等
々
。
こ
れ
ら
の
事
業
は
、
必
ず
し
も
そ
の
す
べ
て
が
成

功
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
委
員
会
の
そ
う
し
た
活
動
は
、
当
時

の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
社
会
経
済
的
発
展
に
少
な
か
ら
ぬ
貢
献
を
な
し
得

た
と
い
い
う
る
の
で
あ
る
。

(同叫〉

H

由
。
。
。
・
ロ
-
n
-
M
-
n
・
ω
・。・

h
H

・

ハ

m〉
機
能
停
止
期
聞
は
、
一
七
四
五
年
一
一
月
一
日
か
ら
一
七
四
六
年
六
月
一

日
ま
で
。

(
初
)
陪
審
員
資
格
者
は
、
年
額
四
0
シ
リ
ン
グ
の
土
地
ま
た
は
享
有
物
の
所
有

者
、
も
し
く
は
当
該
州
の
納
税
台
帳
に
年
額
一
ニ
0
シ
リ
ン
グ
以
上
納
め
た
と
記

載
さ
れ
て
い
る
者
、
に
ま
で
拡
大
さ
れ
た
。

(
但
)
こ
れ
は
七
年
間
の
時
限
立
法
で
あ
っ
た
。

(
M
M
)

た
だ
、
実
際
に
は
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
高
地
地
方
の
氏
族
制
色
白
ロ
印
可
m
t

Z
E
の
実
質
的
内
容
は
す
で
に
一
七
世
紀
ご
ろ
か
ら
ゆ
っ
く
り
弛
緩
は
じ
め
て

二
五
三



議
会
制
定
法
に
み
る
ジ
ャ
コ
バ
イ
ト
所
領
接
収
政
策

い
た
と
考
え
て
よ
い
。
前
掲
掛
稿
を
参
照
。

(
お
〉
前
注
(
印
〉
を
見
よ
。

(
鈍
〉
一
七
四
八
年
四
月
一
八
日
、
議
会
に
報
告
さ
れ
た
記
録
に
よ
れ
ば
、
ハ
ミ

ル
ト
ン
公
爵
、
三

0
0
0ポ
ン
ド
、
バ
ッ
ク
ル

i
公
爵
と
そ
の
患
子
ダ
ル
キ
l

ス
伯
、
三
回

0
0ポ
ン
ド
な
ど
、
最
高
七
八

0
0ポ
ン
ド
(
エ
グ
リ
ン
ト
ン

伯
〉
か
ら
最
低
二
五
ポ
ン
ド
九
シ
リ
ン
グ
一

0
ペ
ン
ス
〈
ゴ
ー
ド
ン
女
公
)
ま

で
及
ん
で
い
る
。
ま
た
、
そ
う
し
た
世
襲
裁
判
所
の
事
務
官
職
に
つ
い
て
い
る

一
O
名
も
、
最
高
五

0
0ポ
ン
ド
か
ら
最
低
六
六
ポ
ン
ド
一
三
シ
リ
ン
グ
四
ペ

ン
ス
に
わ
た
る
総
額
約
一
九
二

0
ポ
ン
ド
を
輯
請
求
し
て
い
る
。
也
、
室
主
ね
な
ミ

同
言
語
気
。
。
喜
重
宝
句
喝
さ
}
・
同
町
・

3
・自国吋
I
U
H

(
お
〉
な
お
、
こ
の
法
案
が
議
会
で
審
議
さ
れ
て
い
た
一
七
四
七
年
四
月
三

O

目
、
「
英
蘇
合
邦
条
約
」
(
一
七

O
七
年
)
で
保
証
さ
れ
た
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の

司
法
権
の
独
立
が
侵
さ
れ
る
と
し
て
、
一
つ
の
自
治
都
市
、
四
人
の
世
襲
裁
判

権
所
有
者
か
ら
請
願
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
世
襲
裁
判
権
廃
止
法
」

は
、
自
治
都
市
の
裁
判
権
は
廃
止
し
て
い
な
い
(
第
二
四
条
〉
。

(
お
〉
こ
の
表
現
は

S
O
S
-
ロ
-
n
-
r
n・
日
間
・
な
ど
で
使
わ
れ
て
い
る
。

(
幻
)
こ
の
法
案
の
審
議
過
程
で
、
一
七
五
一
年
三
月
二
日
、
議
会
は
財
務
裁
判

所
に
よ
る
没
収
所
領
の
地
代
・
動
産
価
値
お
よ
び
負
債
額
の
査
定
報
告
を
受
け

て
い
る
。
こ
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
全
没
収
所
領
の
地
代
総
額
、
一
万
六
二
八
五

ポ
ン
ド
一
七
シ
リ
ン
グ
七
ペ
ン
ス
(
年
額
〉
、
動
産
価
値
総
額
、
一
万
九
三
四

五
ポ
ン
ド
一
四
シ
リ
ン
グ
四
げ
九
ペ
ン
ス
。
負
債
総
額
二
七
万
七
二
一
七
ポ
ン
ド

四
シ
リ
ン
グ
八
ペ
ン
ス
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
調
査
し
、
管
理
す
る
代
理
人
に
対

し
、
さ
ら
に
九
一

0
ポ
ン
ド
(
年
額
〉
の
俸
給
が
支
払
わ
れ
て
い
る
。

h
s
g
G
P

。
¥
時
窓
旬
。
号
、
ミ
内
。
言
語
S
P
4
o
r
M
a
・
官
官
・
品
自
叶
l

怠∞・

(
開
品
)
こ
の
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ヤ
メ
ロ
ン
の
世
襲
裁
判
権
に
つ
い
て
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ

二
五
回

ス
は
円
国
富
論
』
第
三
篇
第
四
季
で
解
説
し
て
い
る
。
ス
ミ
ス
に
よ
れ
ば
、
彼

は
単
に
ア

l
ガ
イ
ル
公
の
一
家
臣
に
す
ぎ
な
い
の
に
、
な
ん
の
法
的
根
拠
も
な

し
に
自
身
の
支
配
下
の
人
々
に
対
す
る
刑
事
裁
判
権
を
行
使
し
て
い
た
、
と
い

う
。
地
代
収
入
年
五

0
0ポ
ン
ド
に
満
た
ぬ
彼
は
、
「
四
五
年
」
に
八
百
人
を

率
い
た
と
の
指
摘
も
し
て
い
る
。
ス
ミ
ス
は
、
こ
の
種
の
世
襲
裁
判
権
が
、
決

し
て
封
建
的
な
起
源
を
持
つ
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
以
前
か
ら
存
在
し

て
い
た
自
由
土
地
保
有
の
権
利
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

A
・
ス
ミ
ス
『
国
富

論
』
(
大
河
内
一
男
監
訳
、
中
公
文
庫
〉

E
、
五
六

l
五
七
頁
。

(

m

叩
)
当
時
、
高
地
地
方
で
は
、
一
般
民
衆
は
ゲ
l
ル
話
を
話
し
て
い
た
。
高
地

地
方
の
「
文
明
化
」
の
た
め
に
英
語
教
育
が
絶
対
に
必
要
で
あ
る
と
い
う
信
念

は
、
そ
れ
か
ら
半
世
紀
後
、
サ
ザ
ラ
ン
ド
女
伯
債
の
管
財
人
と
な
っ
て
「
所
領

改
良
・
清
掃
」
を
弁
護
し
た
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ロ
ッ
ホ
に
も
受
け
つ
が
れ
て
い
る
。

』白
B
S
F。
n
y
h
s
A号
室
ミ
。
」
、
忌
ぬ
L
3
巻
、
。
若
宮
S
H旬
。
3
S
G
N川
匂

H
Q
H
a

ミ
ミ
ミ
由
喜
怒
。
h
h叫
Ha込
-
ミ
弘
w

品r
n・
お
お
札
富
岡
芯

NUHQHぬ
。
¥
匂
ミ
b
n
7

』

R
N
S

弘
・
戸
。
ロ
品
。
口
・
H

∞N
0
・
司
官
・
印
吋
l

町田・

(
川
叫
〉
一
八
世
記
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
歴
史
"
啓
蒙
思
想
の
な
か
で
教
養
を
積
ん

だ
彼
ら
が
、
古
代
ロ
!
?
の
屯
田
兵
村
を
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
高
地
に
再
現
し

よ
う
と
し
て
、
但
反
乱
兵
土
を
入
植
さ
せ
る
計
画
村
落
を
作
っ
た
事
実
す
ら
あ

っ
た
。
試
み
は
、
も
ち
ろ
ん
悲
惨
な
結
果
に
終
っ
た
。

4
・
。
・
印
国
HOE-
叶

V
O

HA出口弘
0
4
弓ロ
O円釦国内
H
S
O
H
V】
出
回
目
。
仏
〈
己
宮
向
。
・

5
z・
J

勺・
M
U
F

ロロHVω
。
口
白
出
島

知
・
迄
誌
の
区
切
。
口
色
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九
叫

E
H
~
S
K
N
i
Hど
h
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3
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害
時
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同
丘
回
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由4
0
・目
U
H
U

・由。
I
由]ナ

(
付
制
〉
こ
れ
ら
の
事
業
は
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
製
造
業
等
振
興
委
員
会
と
も
連
繋

を
と
り
な
が
ら
進
め
ら
れ
た
。
河
内
、
。
ミ

S
H
b
G
与
さ
言
H品
目
同
同
位
ミ
2
・
H叶
gi

g-〈
・
ヨ
-r
主
-
w
g
g
E
ω
v
m
o
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G
E
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四

お
わ
り
に

一
八
世
紀
前
半
の
歴
史
的
大
事
件
で
あ
っ
た
ジ
ャ
コ
バ
イ
ト
叛
乱
の
鎮

圧
は
、
続
く
平
定
政
策
と
と
も
に
、
よ
う
や
く
、
世
紀
後
半
の
英
国
に
政

治
的
安
定
を
も
た
ら
す
。
こ
の
平
定
政
策
の
重
要
な
柱
の
ひ
と
つ
で
あ
っ

た
ジ
ャ
コ
バ
イ
ト
所
領
没
収
政
策
は
、
「
四
五
年
」
の
大
叛
乱
の
後
に
、

所
領
接
収
・
改
良
政
策
と
し
て
遂
行
さ
れ
た

Q

こ
の
政
策
を
、
理
念
的
・

実
践
的
に
押
し
進
め
た
の
は
、
開
明
的
改
良
地
主
・
貴
族
層
か
ら
成
る

「
接
収
所
領
管
理
委
員
会
」
で
あ
っ
た

Q

彼
ら
は
、
一
七
五
二
年
の
「
接

収
所
領
改
良
法
」

Q
聞
の

8
・国
-
n
-
b〉
に
基
づ
き
、
精
力
的
な
活
動
を

行
な
っ
た
。
彼
ら
は
、
当
時
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
低
地
地
方
に
展
開
し
て
い

た
「
改
良
運
動
」
円
自
H
V
8
4
0
S
0
4叩
5
8
H
に
自
ら
関
与
し
て
お
り
、
同

時
に
、
こ
の
経
験
を
高
地
地
方
に
導
入
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

彼
ら
は
、
そ
の
よ
う
に
行
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ジ
ャ
コ
パ
イ
ト
勢

力
の
社
会
的
経
済
的
基
盤
を
一
掃
し
、
将
来
的
に
、
そ
の
よ
う
な
「
不
自

(
位
〉

然
な
叛
乱
」
が
再
発
す
る
こ
と
を
妨
げ
得
る
と
考
え
て
い
た
。
叛
乱
に
引

き
込
ま
れ
た
兵
士
達
は
、
間
体
制
の
犠
牲
者
と
考
え
ら
れ
た
。
正
し
い
信

仰
(
プ
ロ
テ
ス
ダ
ン
デ
ィ
ズ
ム
)
と
有
用
な
教
育
(
英
語
と
職
業
技
術
)

と
が
彼
ら
を
救
う
は
ず
で
あ
っ
た
。

約
三

O
年
に
わ
た
る
接
収
所
領
経
営
に
よ
っ
て
、
所
定
の
自
的
を
達
し

た
と
判
判
断
し
た
政
府
は
、
一
七
八
四
年
、
「
接
収
解
除
法
」
を
定
め
、
そ

れ
ま
で
委
員
会
が
管
理
し
て
い
た
所
領
を
、
元
の
持
主
・
後
継
者
に
返
還

議
会
制
定
法
に
み
る
ジ
ャ
コ
バ
イ
ト
所
領
接
収
政
策

す
る
こ
と
を
決
め
た
。

「
故
国
王
ジ
ョ
ー
ジ
二
世
陛
下
治
世
第
二
五
年
に
成
立
し
た
法
〔
接
収

法
〕
に
よ
り
、
管
財
委
員
会
の
管
理
下
に
お
か
れ
て
い
た
ス
コ
ッ
ト
ラ

ン
ド
の
没
収
所
領
を
、
所
定
の
期
日
・
条
件
で
以
前
の
所
有
者
の
相
続

人
に
下
賜
す
る
法
:
:
:
」
(
訟
の

g-
自
・
口
・
日
寸
)

は
、
今
や
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
高
地
地
方
の
住
民
達
が
、
誰
よ
り
も
届
王
に

忠
誠
心
あ
つ
く
、
英
国
の
対
外
戦
争
に
お
い
て
も
最
も
き
わ
だ
っ
た
働
き

〔
必
)

を
み
せ
た
こ
と
な
ど
、
国
王
の
最
愛
の
臣
下
た
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
の

で
、
没
収
所
領
を
返
還
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
条
件
は
、
当

該
所
領
が
か
つ
て
負
っ
て
い
た
債
務
1
|接
収
さ
れ
て
い
る
間
に
、
委
員

会
・
財
務
府
に
よ
っ
て
一
局
が
わ
り
弁
済
さ
れ
た
ー
ー
を
賠
償
す
る
こ
と
、

で
あ
っ
た
@
こ
れ
に
よ
り
、
ク
ロ
マ
!
テ
ィ
伯
(
一
万
九

O
一
0
ポ
ン
ド

一
0
シ
リ
ン
グ
七
ペ
シ
ス
〉
を
は
じ
め
一
一
名
の
所
領
が
、
総
額
約
九
万

(

必

)

ポ
ン
ド
の
債
務
支
払
い
で
返
還
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

Q

こ
れ
に
よ
っ
て

得
ら
れ
た
資
金
は
、
同
法
に
基
づ
き
、
一
万
五

0
0
0ポ
ン
ド
を
エ
デ
ィ

ン
パ
ラ
公
文
書
館
の
完
成
の
た
め
に
、
五
万
ポ
ン
ド
を
フ
ォ
!
ス
・
ク
ラ

イ
ド
運
河
の
た
め
に
充
当
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
@
こ
の
時
期
ま
で
、

委
員
会
に
よ
っ
て
、
次
の
よ
う
な
公
共
投
資
も
行
な
わ
れ
て
い
る
@
「
キ

リ
ス
ト
教
知
識
普
及
協
会
」
へ
ニ

0
0
0ポ
ン
ド
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の

「
ハ
イ
ラ
ン
ド
協
会
」
へ
三

0
0
0ポ
ン
ド
、
ィ
ン
ヴ
ァ
ネ
ス
刑
務

F建

設
に
一

0
0
0ポ
ン
ド
、
コ
パ
ン
・
パ

l
ス
橋
建
設
に
一

0
0
0ポ
ジ
ド
。

そ
し
て
、
フ
ォ

l
ス
・
ク
ラ
イ
ド
運
河
会
社
か
ら
の
返
済
金
は
、
ク
リ
ナ

(
必
)

ン
運
河
お
よ
び
リ

i
ス
港
湾
拡
張
工
事
に
再
投
資
さ
れ
た
。
委
員
会
の
手

二
五
五



議
会
制
定
法
に
み
る
ジ
ャ
コ
バ
イ
ト
所
領
接
収
政
策

二
五
六

持
資
金
の
こ
う
し
た
投
資
活
動
に
よ
っ
て
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
社
会
基

盤
整
備
は
大
い
に
助
長
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

か
く
し
て
、
ジ
ャ
コ
パ
イ
ト
所
領
の
没
収
・
接
収
政
策
は
、
単
に
政
治

的
安
定
を
も
た
ら
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
経
済
発
展
に

対
し
て
も
、
一
定
の
有
効
な
貢
献
を
な
し
た
の
で
あ
る
。

〈
必
〉
こ
の
よ
う
な
社
会
認
識
の
方
法
は
、
い
わ
ゆ
る
「
ス
ヨ
ッ
ト
ラ
ン
ド
歴
史

学
派
」
に
共
通
す
る
点
と
し
て
、
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(
日
制
〉
こ
の
こ
と
は
、
英
国
陸
軍
に
と
っ
て
、
高
地
地
方
の
氏
族
連
隊
が
重
要
な

位
置
を
占
め
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

ハH
H
)

玄
三
R
E
-
-
冬
-
n
じ
・
唱
・
岳
山
・
接
収
所
領
の
一
部
は
、
そ
れ
以
前
に
返

還
さ
れ
た
o

例
え
ば
、
旧
ロ
ヴ
ア
ツ
ト
卿
所
領
ば
、
後
継
者
サ
イ
モ
ン
・
プ
レ

イ
ザ

l
へ
、
一
七
七
四
年
に
宗
の

g
口同・
0

・
お
よ
っ
て
、
二
万
九
八
三

ポ
ン
ド
一
ペ
ン
ス
を
弁
済
す
る
と
い
う
条
件
で
返
還
さ
れ
た
。

(
必
)
芯
同
.
h
・

ハM
叩
)
注
ミ
・

(
一
九
八
二
・
一

0
・
一
五
〉




